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一高記念基金学術研究集会支援要綱 

 

第１．趣 旨 

  駒場 Iキャンパス内で開催される学術研究集会の必要経費の一部を、一高記念基金より支援

する。 

 

第２．応募資格 

  東京大学大学院総合文化研究科または数理科学研究科の教員。 

 

第３．対象分野 

  人文、社会、及び自然科学の全分野。 

 

第４．支援の対象となる要件 

  以下の要件をすべて満たす学術研究集会に限る。 

  （１）総合文化研究科または数理科学研究科の教員が責任者で、駒場 Iキャンパス内で開催

する、学術的価値の高い研究集会。 

  （２）特定の主題について、３人以上の学外者を含む複数の研究者が講演し、その分野の研

究を増進することを目的とするもの。 

  （３）一高記念基金学術研究集会支援を受けていることを明記した研究集会開催案内を、ポ

スターまたはホームページで１ヶ月以上前から広報すること。 

 

第５．支援の対象となる経費 

  研究集会の準備、開催、及び事後の事務処理に必要な経費。 

 

第６．支援額 

  １件の支援額は７万円以内とする。年間の採択件数は２０件程度。ただし、一高記念基金の

存する限りとする。 

 

第７．申請手続 

  開催責任者は、「一高記念学術研究集会支援申請書」（様式１）に必要事項を記入し、総合

文化研究科長に申し込む。（窓口：経理課総務係） 

 

第８．選考方法及び採否の通知等 

  選考は一高記念基金運営委員会が行い、採否の結果を「一高記念基金学術研究集会支援採否

決定通知書」（様式２）により速やかに開催責任者に通知する。 

  選考手続きについては別に定める。 

 



第９．報告書の提出 

  開催責任者は、学術研究集会終了後速やかに「一高記念基金学術研究集会支援金使用報告

書」（様式３）に領収証を添付して、総合文化研究科長に提出する。（窓口：経理課総務係） 

 


